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午前10時00分 開会 

○平賀委員長 

おはようございます。 

ただいまから総務文教委員会を開会いたします。 

本日の委員会は議件１件について審査をいたし

ます。 

なお、審査終了後、10月に実施しました行政視

察の取りまとめを行いますのでよろしくお願いい

たします。 

最初に市民健康プール整備事業についてであり

ます。 

説明を求めます。 

○岩本スポーツ課長 

私のほうから説明をさせていただきます。 

市民健康プール整備事業について説明をさせて

いただきます。 

11月18日の本委員会において、基本的な考え方

建設の概要を説明させていただきました。 

前回からの変更点、また御指摘をいただいた事

項を内部で協議した結果につきまして説明をさせ

ていただきます。 

資料の１号３ページをごらんください。 

前回から図面が変更になっておりますのは、前

回口頭で説明をさせていただいた図面左側の児童

プール、ジャグジーの位置と多目的プールの位置

を交換しております。 

当初は、児童プールは親などが子どもの泳ぎを

見たいと、多目的プールを使う方は見られたくな

いという配慮から、前回の配置としておりました

が、多目的プールの使用の対象の方が更衣室に近

いほうがいいという判断になり、今回新たな図面

を提出させていただきました。 

また、前回２階控室をひな壇式の観客席にして

はという御意見をいただきました。 

観客席を設置するためには、消防法をクリアし

なければなりませんが、そのためには２方向の避

難口とその階段の設置が必要となります。 

さらに、エレベーターを設置しなければなりま

せん。お示ししている計画平面図では、そのス

ペース確保は非常に難しいと考えております。 

また、プール本体の天井の高さを1.5メートル上

げ、さらに資料の３ページにありますプール本体

そのものを３メートル図面の下の方向に移動させ

なければひな壇の上から水面が見えないことから、

その分プールの部屋を増築しなければなりません。 

さらに、仮に設置できたとしても、金額的に２

億円を超える費用がかかることから、観客席の設

置は困難であると考えております。 

さらに、前回御指摘いただいたソフト事業の構

想を踏まえ、施設建設を行うべきという御意見で

ありますが、市民プールのソフト事業にあたり、

水中歩行の指導者から受講の人数、プールの大き

さ、深さ、またこの図面に表示しておりませんが、

手すり、水槽の床のラインの必要性などを伺い、

それを取り入れた施設としております。 

ソフト事業につきましては、今後さらに具体的

に進めてまいりたいと考えております。 

以上よろしくお願いします。 

○平賀委員長 

それでは質疑に移ります。 

○飯田委員 

前回示されたというか要望した観覧席について、

今消防法だとか構造、屋根の位置だとかさまざま

な面で２億円ほどかかるということで予算上は相

当の負担になると。 

際限なく予算を広げるというわけにはいかない

ということも基本的に認識しています。 

それはそれでいいと思うのですけれども、基本

的には前回示された基本設計なり今回話したこと

で、競泳機能ということから、水泳協会は了承し

ているのですね。 

○岩本スポーツ課長 

水泳協会と話をして、以前の児童プールとジャ

グジーとを交換する前の図面ですけれども、これ

で水泳協会として了承をいただいております。 

○飯田委員 

今の説明ですと２階の控室、これ以上余裕ない

となれば、例えば折りたたみで壁に寄せて開いた

ら階段になるというようなものも考えられると思

うのですけれども、消防法だとかさまざまな面で

はそういうものも含めて考えられないものなので

すか。 

○岩本スポーツ課長 

控え室という位置づけですので、今いわれたよ

うな段をつけたときに、それがクリアできるかど

うかというのは今後確認したいと思いますけれど

も、委員がおっしゃりたいことは、少しでも多く

の方が見やすいような配慮をしたらどうだという

御意見だと思いますので、それにつきましては法

律をきちんとクリアした形で少しでも見やすい形

というのを今後検討していきたいと思います。 

○飯田委員 
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一応控室となって、前回でもここに確か椅子と

か置いて、できる限り上から観覧しやすい体制を

とるといったので、これは基本設計ですけれども、

このあと出される事前説明では実施設計という形

の補正予算が出ると思うのです。 

そういう中でも審議できると思うので、これは

観覧席につきましては、競泳機能ということから

水泳協会が了承しているということであれば、そ

れはそれで私は納得したいとは思っています。 

再度言いますけれども、本来私たちは競泳用機

能として最低限の機能を供しているということで、

基本的に聞いてきました。 

それと同時に、市民のあいだでは市長への手紙

という形で28日に公認競技プールについて、逆に

心配している声も聞きました。 

ということは、競泳の公認競技を強化するとい

うことから健康増進機能が縮小されるのではない

か、というのはかなり幅をとったりいろいろして

やった場合には、市民は必ずしも競泳機能ばかり

の強化を望んでいるわけではないという御指摘な

のです。これもっともだと思うのです。 

予算上やはり限られた予算ですので、その両方

を私はしっかりと見ていかなければならないと思

う立場からなのですけれども、これはプールの中

だけの今ずっと話をしています。 

逆にプールというのは、プール以外に更衣室だ

とかトイレだとか受付だとかそういう関係で、私

はこの基本計画の設計図を見ますと、なかなかい

ろいろな問題があると。 

例えば受付の位置、これでいきますと特に管理

室と監視室がプール側にあって玄関からかなり離

れている。 

本来受付なり管理室は玄関のそばにあって、管

理しやすい体制というのもあるのですけれども、

そういう点ではこれはかなり離れているのですけ

れども、私はやはりこの前に持っていくべきだと

思うのです。 

なぜかというと、現設計のここでは外部から

入ってくる場合見落としてしまうし、そういう点

この設計の意図というものはどのようななことで

やられたのですか。 

○岩本スポーツ課長 

３ページの図面を見ていただきたいのですけれ

ども、当初１番最初出てきた図面というのは管理

室、受付をする場所が玄関にかなり近い場所にあ

りましたが、何回も申し上げているとおり、水泳

協会等といろいろ話をしまして、配置をかえたと

きにこの管理室というのが玄関から遠い場所に

なったという経過があります。 

基本設計でこういうことをお出ししているので

すが、ちょうど今このホールのところに受付とい

うところを扇形のカウンターを置いて、玄関のほ

うに職員が常に向いているような形をとれればと

いうふうにも思っております。 

ただ御指摘いただいたように、玄関のすぐ横に

受付があって常に入ってくる人も見られると。 

当然料金をいただく施設なものですから、料金

を払った方がそれぞれ更衣室に向かえるというの

が理想かなと思いましたが、なかなか配置の関係

でやむを得ずこういう形になったということで御

理解いただければと思います。 

○飯田委員 

やはり私は受付の位置は玄関に近いほうが、安

全上だとか入館者の動向だとか見る場合には近い

ほうがいいと思います。 

これで見ますと風除室は非常に広いのですが、

この広い理由をちょっとまずお聞かせ願いたいと

思います。 

○岩本スポーツ課長 

現在プールは玄関に下駄箱がなく、ビニール袋

に自分の靴を入れて更衣室にロッカーの中に衣類

と一緒に入れているということで、それがあまり

いいスタイルではないというのがよく言われてお

ります。 

今回この図面にはないのですけれども、この風

除室に４基ほど下駄箱を設けまして、ある程度利

用者の靴をそこに入れておきたいということで、

これから当然利用もふやしていきたいという考え

があるものですから、できれば百数十足がはいれ

るものを確保したいということでこういうスペー

スを設けております。 

○飯田委員 

この風除室の下駄箱の問題、これらはこれから

の中でもいろいろ解決できると思うのです。 

そういうことからすると、私が提案したいのは、

多目的スペースのこの１番左の柱のスパンがあり

ますよね。このスパンのところに受付管理室、監

視室を持ってくるというようなことも含めて、

やっぱり検討すべき事項だと思うのですけれども

いかがですか。 

それともう一つ、今のプールはこの更衣室が男

子と女子が、女子が後ろにきて男子が前にきてい
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るのです。 

本来であれば、プールに面して男女一緒の向き

というのが私はプールの流れだと思うのです。 

特にあのトイレ、プールサイドからトイレに行

くにしても、女子は相当遠いなど、女子と男子が

プールの面に向かえるような体制からすると、こ

の会議室なり管理室、監視室を移動してこういう

スタイルにはできないのですか。 

○岩本スポーツ課長 

まず一つ目の多目的スペースの柱のワンスパン

のところに管理室、監視室ということなのですが、

敷地のまず多目的スペースもいろいろな機能で使

いたいという目的から、これだけのスペースを確

保したいということ考えております。 

その管理室等が入った分広げられるかというと、

もう敷地の面積からいったらかなり難しいかなと

いうふうに考えております。 

ただ、先ほども言いましたとおり、今委員が御

指摘のような玄関に近いところに受付等があると

いうのは、それが理想だろうというふうには考え

ております。 

それから、二つ目の更衣室の男女がプールに面

したほうがいいのではないかという御指摘ですが、

当初、１番最初基本設計が出てきたときには、前

も説明させていただいたと思いますが、ホールを

挟んで男女とも更衣室がプールに面しておりまし

た。 

動線につきましてもかなりいいかなというのが

ありましたが、協会等と協議した結果、多目的ス

ペースからどうしても大会の時の子どもたちの

レースを見たいという意見がありまして、女子の

更衣室と多目的スペースを交換した形で今こうい

う図面になっております。 

もともとは今御指摘いただいたような図面で

あったと、それを協議した結果こういう形になっ

たということで御理解いただければと思います。 

○飯田委員 

その辺、私は実施設計の中でもともと多目的ス

ペースは健康増進ということだったのです。 

健康増進機能でこれからまた質疑するのですけ

れども、やはりつくるときには、競泳機能強化だ

けではなくて、健康増進なり管理上も含めて私は

やるべきだと思うのですよ。 

今言った２階に控室としての観覧席的スペース

を設けているなら、やっぱり受付なり多目的ス

ペースの中で、もうちょっとその実施設計までに

いろいろな質疑を通した中での意見を私は入れる

べきだと思うのです。 

もう一つは多目的トイレがこれ離れてあるので

すね。皆さん視察してわかったと思うのですけれ

ども、東御市やなんかでも私たち行ってきました

けれども、やっぱりプールからすぐそばのところ

に多目的プールがなければ、わざわざここまで離

れていくとホールを通過したり、回り道していか

なければならないと思うのですけれども、そうい

う意味からも、この更衣室なり多目的プールの位

置をもう１回実施設計に至るときに私はもう一工

夫、二工夫すべきだと思うのですけれどもいかが

ですか。 

○岩本スポーツ課長 

この多目的トイレにつきましても、一番最初の

図面のときにはちょうどプールからの動線もいい

場所でした。 

何回も申し上げますとおり、いろいろな御要望

を聞いていく中でこの位置になったわけですが、

御指摘のとおりプールを使いながらこの多目的ト

イレにというのは非常に使いづらい位置だと思い

ます。 

できればその今御指摘いただいたように実施設

計の中でこの位置をもう少し水槽から近づけられ

るかどうかというのを検討してまいりたいと思い

ます。 

○飯田委員 

下の多目的スペースが大会のときの観覧席、下

の観覧席ということなのですけれども、そういう

ような大会といっても、常にあるわけではないで

すから、その辺も考えてホールの広さ、風除室の

広さ、多目的スペースのこの広さ、それから多目

的トイレありますよね、この位置づけの動線の中

で私は解決できるような動線というか広さがある

と思うのですね。 

もう一度やっぱりその辺、実施設計の中でしっ

かりと考えてもらいたいと思いますけれどもいか

がですか。 

○岩本スポーツ課長 

今も申し上げましたとおり、御指摘いただいた

ことは非常に理解をするところでありますので、

実施設計の中で今言われたことが可能かどうかと、

できるかどうかっていうのを検討していきたいと

思います。 

○大澤副市長 

いろいろ改めて出させていただいた図面に基づ
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いて、いろいろ御意見をいただいております。 

担当課長のほうから、これまでの図面の変化と

いいましょうか計画の変化といいましょうか、い

ろいろ協会それから関係団体と協議する中で、今

回お示しをしている図面になっているということ

でございます。 

一番大きなところは多目的スペースが、もとも

とは女子更衣室のところにあったものをこっち側

に持ってきたということにつきましては、やはり

この施設を使うときの頻度の関係がありますけれ

ども、一番大きな人数が集まるのは何かというと、

やはり競泳の大会等があったときに観客を含めて

大きな人数が集まっているということでございま

す。 

その多くは上の控室で眺めるというようなこと

になろうかと思いますし、それから選手自体が休

憩したり待機したりというようなことでのそう

いったことを考えた場合、多目的スペースはやは

りプール側のところで常時プールが見えるという

ところに置いたほうが活用の仕方も広く使えると

いうことから、こちら側にずらしたという経過が

ございますので、基本的にはこの多目的スペース

については、この位置で進めさせていただきたい

というふうに思っています。 

トイレの位置関係につきましては、やはり基本

的にはプールの近くにそういったものが更衣室も

含めて、あることが望ましいということは十分理

解するところでございますけれども、いずれにし

ても全体面積2,499平米の中での配置ということに

なりますので、多少いずい部分があっても、そこ

のところはなんとか御理解をいただきたいという

ふうに思いますが、多少今御意見のあった部分に

つきまして、実施設計の中で検討できるものは検

討いたしますが、大きく変化するということはな

かなか難しいのかというふうに考えています。 

○飯田委員 

副市長、私言っているのは最低限の競泳、公認

プールをとる予定だということも知っていますし、

ただ最低限の公認プール機能を備えつつ、多目的

スペースというのは本来、健康増進のために設け

る施設です。これからのまた議論になると思うの

ですけれども。 

私はホールの大きさとか、多目的スペースの位

置だとか、多目的トイレの位置を考えると、それ

から風除室の中でのこの動線の中で多目的スペー

スを減らさない中でどれだけ私は管理機能をね、

受付の位置だとか、そういうのは重要だと思うの

ですよ、ものすごく。 

ただ大会のために、ここのスペースだけをしっ

かりと確保するからここら辺はいじられないとい

うことではなくて、もう一回観覧機能を持つ多目

的スペース、本来的にはここは健康増進の主たる

役割を果たすところですから、だからそれを持ち

ながらホールだとか、そういう多目的トイレ、そ

れから風除室のこのスペースの中で考えられない

のかということを言ったので、それも含めて、私

は検討すべき、実施設計の段階で検討すべきでは

ないかといったのです。 

当然、検討すると言ったのは、実施設計までは

更衣室の位置までどうなのかということを検討す

るということも含んでいると思うのです、流れと

して。 

だから、私は全体のこの図面にとらわれなくて

多目的スペース、それからこの多目的スペースが

観覧席の役割を果たす、それから控室の役割を果

たすということを含めていじられないのかという

こといっていると思うのですけれども。 

○大澤副市長 

委員おっしゃっているその多目的スペースの位

置をというところは、基本的にどのようにお考え

なのでしょうか。 

奥のほうにいったほうがいいというお考えで

しょうか。 

○飯田委員 

ホールはこれ結構大きいのです。風徐室も大き

いです。 

靴箱のことも含めて、それから多目的トイレを

プール側に前面に持ってくれば、ここのトイレの

前面のほうもあくということからすると、その辺

で受付を玄関側に持ってきたり、さまざまな面で

工夫できるのではないかということです。 

○大澤副市長 

まず監視室と管理室というのは、これは一体で

考えたいというふうに思っています。 

それで先ほど課長のほうから御説明いたしまし

たが、委員から御指摘のあったとおり入ってきた

ときにしっかり確認ができるといいましょうか、

動線のことを考えると、この管理室と管理人室の

ところの受付と書いていますが、ここのところに

ドーム型といいましょうか楕円の受付をここに前

に出そうという考え方で見通しを良くしようをい

うことで考えています。 
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したがってこのホールが若干この絵からいきま

すと、やや縮まるような感じになろうかと思いま

す。 

監視室と管理室はやはり、これ壁面があるよう

な感じしていますけれども、これもやっぱり一体

にしてしまったほうがいいかなというのが内部で

議論しているところで、そうしますとその管理室

と監視室を多目的スペースの左の角のほうに管理

室をもっていってしまうと、結局監視機能が弱

まってしまうということがありますので、私のほ

うとしてはやはり監視室と管理室というのはプー

ルに接面する形であるべきでないかと。 

おっしゃられた受付の部分というのが、できる

だけ玄関側にということでいけば、ここのところ

は前に扇形で出した形で見通しをよくしたいとい

う考え方でございます。 

○飯田委員 

今、議論していたものですから絵を私は二つぐ

らいやはりきちんと実施設計の中で、書くべきだ

と思うのです。 

まだまだ今回の12月議会の中では実施設計図は

できてこないですから。 

そういう中でやはり網走市の建築課としても、

その辺のレイアウト、ここの受付の現在の位置を

今副市長の言ったやつか、私の多目的スペースを

若干ホールにもかかりながら、管理室と監視室を

持つのかという絵を、これだけのスパンだけでか

かわっていますから目はそこしかないのですけれ

ども、大きく移動した中での絵をやはり今後示す

べきではないのですか。その辺は実施設計までで

きると思うのです。 

○大澤副市長 

いろいろ御意見いただきましたので、実施設計

の中でどういった形になるのか、その辺のところ

は検討加えたいということにしたいと思います。 

○飯田委員 

それと私、採暖室の問題、これ市民プール利用

団体さんも市長に提出した文書の中であるのです

けれども、健康増進機能なり高齢者なりさまざま

な方が利用するとき、網走は特に冬期間通年化で

すから、ジャグジーだけでは私は非常に不安とい

うか、健康上大変な問題が出てくると思うのです。 

特に、私も東御市なりいろいろ見てきたのです

けれども、通年利用されるプールにおいては採暖

室は必須であるし、特にジャグジーだけでは温ま

らないということからいうと、私は今ここに、前

にあったというのですけれども結果的には水泳協

会との話でなくしたのですけれども、この採暖室

をやっぱり設置しないと競泳だけではなくて、一

般市民がプールを利用する、それから健康増進施

設として利用する。 

この場合、いろんな人に、専門家に聞いても採

暖室は必須施設ですよという答えしか返ってこな

いのですが、その辺はどう捉えていますか。 

○岩本スポーツ課長 

御指摘のとおりで、もともと採暖室は男女とい

うことで、この３ページの図面の左側、倉庫の並

びに結構広いスペースをとっておりました。 

協会とのやりとりの中でジャグジーがあればあ

る程度暖が取れると。 

それで、採暖室をなくしてでもプールサイドを

広くして、使い勝手のいいものにしてほしいとい

う意見でしたので、それを取り入れた形でなく

なったという過程です。 

実質ジャグジーでも暖がとれるということと、

できれば温風の吹き出しみたいなところである程

度体を乾かすようなことができないかどうかと、

ボイラーが当然あって室内を暖めるところでそう

いう吹き出しで体を温めるような方法がとれない

かというものを今後考えていきたいというふうに

思っております。 

○飯田委員 

やはりそれは協会との話し合いの中で基本的に

はこういうような図面になったのですが、私はこ

れは委員会ですから、必ずしも協会だけでなくて、

一般の市民の方の利用それから健康増進機能とし

てのプールということを考えると、私は採暖室を

設けるということはこの委員会としても私は必要

だと思うのです。 

だから温風だけではなくて、採暖室というもの

は必要だというような私は議論をしたいと思って

いるのですけれども。 

それは予算上でそんなに観覧席を新たに増やす

ような２億円というような問題でなしに、そんな

にかからないで採暖室はできると思うのですけれ

ども、いったんつくってしまうと、つくらないで

後からつくるほうが大変なので、その辺は実施設

計の中で絵を書いてどのぐらいかかるかというこ

とも私は検討すべきだと思うのですけれども。副

市長いかがですか。 

○大澤副市長 

利用者の方の御要望というのはいろいろな角度
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からいろいろなことがあろうかと思います。 

今委員おっしゃっているとおり、採暖のための

スペースというのは当然ないよりはあったほうが

いいというふうにそれは感じているところであり

ます。 

ただ、もともと考えていた金額よりも工事費、

それからグレードの関係でかなり上がってきてい

るという現実がありますし、実施設計においてこ

の金額がさらに上回るということもやっぱり考え

なければならないというふうに思っています。 

今回プールの関係でいえば、それぞれ温度設定

がありますのでジャグジーの部分は一番温度が高

いのではないかというふうに思いますし、それか

ら今言ったように温風でのというような機能も持

たせたいということでありますので、委員のおっ

しゃっていることは十分理解するところでありま

すけれども、採暖室については今回金額の中から

外したということで御理解をいただきたいという

ふうに思います。 

○飯田委員 

例えば東御市で見てきましたら当然採暖室とサ

ウナがあったのですけれどもやっぱり冬期間にな

ると利用者が２、３割増しになるのです。 

そうすると、なおさらジャグジーだけではとて

も対応できないし、温風だけでも対応できない。 

やはり採暖室というものは必須施設で、特に北

海道の冬期間では当然ではないのですかというよ

うなことなのです。 

やはりその辺も含めて、私はこの採暖室という

もの、どのぐらいしたら上積みになるのかという

ことも含めて、検討するべきだと思うのですけれ

ども。 

○角田建築課長 

採暖室の金額なのですが、一般的にこのプール

については平米あたり52万円でみていますので、

52万円の要するに平米あたりなので採暖室の面積

にかける52万ということでの規模でもってできる

と考えます。 

○飯田委員 

前の面積からするとどのくらいになるのですか。 

○角田建築課長 

前回は、９メートルの３メートルが２箇所とい

うことで、18メートル掛ける３メートルというこ

とになりますので、54平米かける52万ということ

で考えられております。 

○飯田委員 

二千五、六百万ですとね、悔いを残す2,500万か

なんかという問題になっていくのって、その辺を

含めてやっぱり私は検討すべき問題だと思うので

す。 

○大澤副市長 

私も何回かプール行ったことありますけれども、

非常にプールの中の室温というのは高い温度だと

いうふうに思います。 

ちょっと今確認しますと30度はこえているとい

うようなことですから、先ほど言ったように今回

のプールにつきましては、競泳用の部分とジャグ

ジーの部分というのは温度差もありますし、部屋

自体がそういった高温ですので、暖をとるために

部屋がなければならないという、それは先ほどか

ら言っているとおりないよりはあったほうがいい

のははっきりしておりますので、それは当然考え

なければならないという部分では、当初は考えた

わけでありますけれども、大ざっぱにいっても

やっぱり2,500万円前後の金がかかってくるという

ことになりますので、そこのところは今言ったよ

うな部屋温だとか、温度差と、それから温風での

機能とかいったことを総合的に考えますと、そこ

のところは御理解をいただくしかないのかなとい

うふうに思っています。 

○飯田委員 

副市長、これ健康増進機能を兼ねると思ったら、

障がい者の方とか高齢者の方、杖を持っている方

も含めて来た場合に、30度といっても、私もプー

ルも経験していますし入っています。 

一回ぬれた体を戻すということが大事なのです。

30度だから戻せるとか戻せないとか、元気な方は

いいですよ、競泳やっている方とか、そうでない

方がやはり体を温めて戻すということになると、

採暖室の温度というのは60度ですからサウナの低

い温度、発汗するには相当時間かかるのですけれ

ども、発汗しないで乾かすということですから。 

そういうことからすると、初めから御理解願う

のではなしに、初めから必須施設だということを

特に競泳機能だけではなくて、健康増進機能と市

民の一般の方も利用するということからすると、

水泳を続けて体力をつくるだとか、病弱な体で水

泳を利用して病気にならない体にしていくという

ことから考えると私は必須施設だと思うのですけ

れども。 

○大澤副市長 

機能充実、金額がかかっても機能をそうやって
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充実させていくべきか、ある程度の金額のところ

で我慢をいただくかというところでしか私はない

のではないかと思っています。 

先ほどもお話しましたけれども、プールにつき

ましては当初13億ちょっとだったかと思いますけ

れども、これが16億7、8,000万まで上がっており

まして、この採暖室を加えることによって、17億

を超えるということになってくるわけです。 

それを必須の施設だというふうに位置付けるの

か、一定の金額の枠の中で要望もいろいろふまえ

た中で、できる部分とできない部分が当然出てき

ますので、そこで御理解をいただくかという部分

とのやっぱり、そのどちらかだというふうに考え

ざるを得ないというのが率直な気持ちでありまし

て、先ほど来から申し上げているとおり、いろい

ろな利用の方法から考えますと、こういった採暖

室というのはあることのほうが望ましいというの

は十分理解しますけれども、繰り返しになります

がやはりそこのところにはやっぱり2,500万から

3,000万というお金がまたかかってまいりますので、

そこのところは御理解をいただくしかないという

のが私の考え方です。 

○飯田委員 

やっぱり一般の方の利用ということから考える

と、必要だということがわかりますよね。 

それであれば実施設計までも含めても時間ある

から検討するぐらいはしっかりと検討したらいい

のではないでしょうか。どうですか。 

○平賀委員長 

すみません。 

千日手のような今議論なっているのですけども、

採暖室について約2,500万程度も必要かどうかとい

う今議論の論点１点なのですよね。 

この点についてほかの委員の意見もせっかくで

すので聞いてみたいと思うのですがいいですか。 

○高橋政行委員 

今、採暖室の話なのですけれども、ジャグジー

と採暖室というのはどうしても私、納得できない

ことありまして、人の体を温めるのに暖かい空気

で温めるのと、それから温かいお湯で温めるのと

では、私の認識でははるかに温かいお湯で温める

のが効率的だと私は思いますけれども、どういう

ふうにお考えでしょうか。 

○岩本スポーツ課長 

おっしゃるとおりでジャグジーの温かいもので

体を温めるほうが体はまず温まると。 

ただ、ぬれた状態になりますので、それをさら

に乾かす機能があったほうがよりいいという認識

ではあります。 

○高橋委員 

そうであればもう少し利用されるかたにそこを

ちょっと私、乱暴ないい方かもしれませんけれど

も、体の熱効果という意味に対してちょっと聞き

たかったのですけれども、それをもう少し利用す

る方に説明していただければ、これは納得してい

ただけるのではないだろうかと感じるのですけれ

どもどうでしょうか。 

○岩本スポーツ課長 

先ほどから言っていますように液体のほうが暖

まるというのが、今までプールにはジャグジーと

いうお湯で体を温めるという機能がなかったもの

ですから、利用者の方はどこかほかの施設に行っ

てそういう思いをした方というのは当然いらっ

しゃると思うのですが、私も多少水泳の経験があ

りまして、ジャグジーのあるところに行くと、採

暖室に入らないでまずジャグジーで温めると速乾

性がありますので、実際使っていただければ、

ジャグジーのよさ、体を温めるよさというのは理

解いただけるものだというふうに判断しておりま

す。 

○平賀委員長 

ほか採暖室の必要性について聞いておきたいこ

と、あるいはどうお考えなのか示していただけれ

ば。 

○近藤委員 

いろいろな御意見今まで伺わせていただきまし

たが、採暖室あったほうがいいという市民の皆さ

んからの御意見もあるのは事実として受けとめて

おります。 

ただ一方で先ほどの議論の中にもありましたけ

れども、このプールの建設費用そのものが３億円

ぐらい当初の見立てよりも伸びてしまっていると。 

網走市の財政状況鑑みれば流氷館のほうもまた

上乗せになってしまっているというのもあって、

やはりむやみやたらと手を広げて何でもかんでも

つくればいいという話ではないということには、

注意をしなければいけないというふうに思ってい

ます。 

そういう点で、この間利用者の皆さんと計画を

つくる市側で意見をすり合わせて、これはやれま

すこれはやれませんという結果でこの基本設計が

出てきているというふうに私は認識していますの



 

－ 8 － 

で、私はこの基本設計の形で採暖室はない状態で

進めていただきたいというふうに思います。 

それとあともう一つ考えておかなければいけな

いのは、建物はつくるときの費用がすべてではな

いということであります。ランニングコストが当

然かかってくる。それは、つくるときの費用より

もはるかにかかるわけです。 

ですので、採暖室つくれば2,500万円だからいい

じゃないかという安易な議論をここですべきでは

ないというふうに私は考えています。 

以上です。 

○平賀委員長 

ほかいかがですか。 

○七夕委員 

近藤委員と同意見でこのまま進めていただいて

結構だと思っております。 

○平賀委員長 

ほか。 

○井戸副委員長 

飯田委員のほうから採暖室の必要性の話はあり

ましたけれども、この採暖室、私も近藤委員の意

見と一緒で、やっぱりランニングコスト。 

ものをつくれば必ず修繕費もかかってくる。採

暖室ともなれば温風を出すわけですから燃料代も

かかるという部分で、いったいそれが採暖室をつ

くることによってどれだけの建築費以外に、それ

を稼働していくのにどれくらいかかるという部分

も含めて提示していただければというふうに思い

ます。 

○平賀委員長 

今、井戸委員からランニングコストの部分も含

めて提示していただければという比較の問題あり

ましたけれども、それについてどうですか。 

○角田建築課長 

今この場でランニングコストについてのお話は

できませんけども、これから実施設計にあたりま

してどのぐらいのお金がかかるか、基本的には機

械設備、暖房関係のボイラー関係がどのぐらいの

大きさに、それをつけることによってボイラーが

もしかしたら大きくなるだとか、温風を出すこと

でどのくらいかかっていくかということを、協議

しながら進めていきたいと考えています。 

○飯田委員 

もともと必要だということで採暖室はあったの

ですよね。 

それがなくなって2,500万が確かに多額の金額な

のですけれども、私は採暖室そのものというもの

は、それは水泳協会との基本的合意によってなっ

たのですけども、だけども少なくとも採暖室の必

要性というものは初めあったということは必要で

あって、ランニングコストも含めて採暖室がない

と、私は競泳ではなく一般の市民の方、それから

ジャグジーだけでは得られない体の回復というこ

とから考えると、それは当然検討すべきで実施設

計の中でだと思っているのです。 

ましてや今言ったランニングコストということ

を考えると、プールのそれこそ25メートルプール

の利用になってくるのですけれども、健康増進機

能というものが今まだ議論されていないのですよ。 

健康増進機能としてプールを多目的プール以外

に25メートルプールも利用するときに、当然ジャ

グジーだけでは賄えないような人数になったとき

に採暖室、初めからジャグジーもあって採暖室も

あって、そう両方考えたと思うのですけれども、

そういう意味からも私は採暖室は必須の施設だと

思っているのですけれども、当初の設計のときに

つけてあったのはそういうことではなかったので

すか。 

○岩本スポーツ課長 

おっしゃるとおりで採暖をするという意味では

ジャグジーと今言った採暖室という二つのものを

利用して体を温めるということだったのですが、

再三申し上げていますとおり、ある程度の金額が

上乗せになるものですから、どれをとってどれを

省略するかという部分でジャグジーによって体を

温めていただきましょうと。先にも申し上げまし

たとおり温風が出るようなもので空気でも温めて

もらいましょうと。さらに更衣室にドライヤ―な

どを置いてある程度乾かして帰っていただきま

しょうということで、採暖室がない分違う方法で

そこをクリアしたいというふうに考えております。 

○飯田委員 

実施設計の段階でこれ以上今やっても平行線だ

ろうと思いますので、検討事項の中にいれるとい

うことはできないですか。 

○岩本スポーツ課長 

先ほどから金額が随分上乗せになっているとい

うこともありまして、これ以上金額が上乗せにな

るというのはどうしても避けたいという部分です

ので、できれば今ジャグジー、それから先ほど

言ったようなほかの方法で利用いただければとい

うことでお願いできればと思います。 
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○飯田委員 

これ以上やっても平行線なので、実施設計とい

うか新たな提案された中での、私はまた採暖室の

部分については引き続き議論してまいりたいと思

います。 

○平賀委員長 

確認ですけれども、先ほど井戸委員から質問の

あった部分については後日示されるというふうに

ことでよろしいですか。 

○角田建築課長 

ランニングコストにかけては、すぐ調べれば出

ると思います。 

○平賀委員長 

後日それを示していただいた上で、実施設計の

議論中で飯田委員もということですので、市民健

康プールについてはほかに何か質疑する点がなけ

れば終わりますけれども。 

○飯田委員 

健康増進機能なのです。市民の方は健康増進機

能にかなり期待を持っている方が多いのです。 

この中でありました現在でも使われている水中

フロアというのですか、私もこの25メートルプー

ルというのは泳ぐだけでなくて、水中歩行なりそ

ういうことで水中フロアを設置するということな

のですけれども、どういう程度のものを考えてい

るのですか。 

○岩本スポーツ課長 

備品についてはこれからなのですけれども、フ

ロアを１コース分全部埋めるとすると300万円ほど

の費用がかかりますので、全体の先ほどからいっ

ていますように予算もありますので、そこを見な

がらできれば全面を埋めたいというような希望な

のですが、備品については金額と予算と相談しな

がら決めていきたいと思っております。 

○飯田委員 

市民健康プールで健康増進機能を持たせるとい

うのに、25メートルで１コース分ぐらいないと私

はとても健康増進機能をあわせ持ったプールとは

いえないのですけども、その辺はしっかりしたも

のはないですか。 

要するに初めこういうような事業をやることに

よって、施設をつくるというのが本来の施設のつ

くり方なのです。 

当然、水中歩行なりさまざまな面を考えた場合

は１コースの水中フロアがないと、例えば１メー

トル40センチですから40センチのものだったら１

メートルとか、30センチのものだったら１メート

ル10センチだとかということなのですけど、最低

限そのぐらいは用意すべきだと思うのですけれど

も。 

○岩本スポーツ課長 

まず多目的プールのほうで主なものはやってい

ただければという考えが一つございます。 

さらに今委員は40センチ、30センチとフロアの

高さをおっしゃっていましたけれども、フロアは

規格品が全部40センチなっておりますので、競泳

のほうのプールにいれても多目的のプールと同じ

深さになるものですから、主は多目的プールで健

康増進目的の水を活用していただければというに

思っております。 

○飯田委員 

全道都市問題会議で武藤先生が25メートルプー

ルを健康増進にもしっかりと利用するといったの

は、25メートルのプールの中で展開しやすいとい

うようなのは私は東御市で見てきまして、２段階、

３段階に分けて25メートルの中でしっかりとやっ

ているのです。 

スロープの問題もあります。ただスロープの問

題は今、当プールでも移動式スロープを利用して

移動によって、特別スロープをつくらなくてもい

いというようなこともありますので、私は水中フ

ロアについては25メートルのものの１コース分は

最低確保するようなやっぱり実施設計の中で、私

はみていくべきだと思うのですけれども、検討す

べきではないですか。 

○岩本スポーツ課長 

先ほども申しましたとおり必要性というのは十

分理解しますので、予算をみながらできるだけ１

コースが埋められるような方向で今後検討してい

きたいと思います。 

○飯田委員 

多目的プールということになりますと、私たち

も阿賀野市に行って水中運動施設、プールという

ものを視察してまいりました。 

当然、健康増進機能の中で考えていくと言った

のですけども、最低水中運動となりますと、さま

ざまな面で具体的にどのようなことを健康管理課

のほうで健康増進事業として考えているのか。例

えば、阿賀野市の場合は数値目標というのですか、

測定して、水中運動することによってこれだけ向

上しましたよというような数値目標をしっかりと

持つことが大事だということがあります。 
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それと同時にインストラクターがいまして、そ

うやって向上させていくということ。 

特に医療費が云々とかという問題まではいかな

くても、どの程度のものをソフト事業として考え

ているのか。 

○林健康管理課長 

ソフト事業としましては疾病予防につながる有

酸素運動の効果を目指した水中歩行、あとは水の

浮力を利用しながら筋肉、骨格系の機能の保持、

向上を目指したようなソフト事業を考えておりま

す。 

委員のおっしゃりましたように数値目標という

部分では、個人の方に健康チェックシートとか、

いわゆる健康手帳みたいな部分で日々自己管理し

ていただきまして、例えば月１回になるのか週１

回になるのかは別にしましても、保健師等がプー

ルのほうに派遣時に健康相談、あるいはデータ

チェックできるような体制をとれればという方向

で考えています。 

○飯田委員 

具体的には例えば、保健師さんを派遣するだと

か、さまざまなそういうような人員的配置も含め

て考えますか。 

○林健康管理課長 

常駐するといった部分では現在考えておりませ

んけれども、健康相談とかチェックシートに関し

て、数値に関しての御相談等を受けられる機会は

つくっていきたいというふうに考えております。 

○飯田委員 

せっかくこの多目的スペースというものをこれ

だけの大きさを確保しているのですから、具体的

にはどのようなものを配置すると考えていますか。 

○林健康管理課長 

多目的スペースにおきましては、例えば血圧計

とか体脂肪計、あるいは心拍数などはかれるもの

とかですね、そのほかにはバランスボールとかで

すね軽体操用ダンベル等を備品として設置しよう

というふうに考えております。 

○飯田委員 

やっぱりこれだけのスペースがあると当然健康

増進として市民の方が期待するのは、数値目標と

いうものをしっかりとした指導してくれる人がい

てやってくれると期待するのですけれども、具体

的に常駐しないということになるとどの程度のこ

とを考えているのですか。 

○林健康管理課長 

申し訳ございません。どの程度と言いますと、

例えば週１回なのかとか週２回なのかということ

でよろしいのでしょうか。 

○飯田委員 

私の質問が悪かったのですけれども、週１とか

週２でなしに事業によってそういうような測定す

るのか、それとも個人で行ってやって測定するの

か、その辺のソフトの内容というのを今からある

程度しっかりした明確にした中で、この多目的ス

ペースのいろいろな用意するものだとか、配置が

決まってくのではないのですか。その辺はいかが

ですか。 

○林健康管理課長 

ソフト事業に関しましては、これからいろいろ

検討するとこが出てくると思うのですけれども、

ソフト事業によって数値測定する場合も当然出て

くるかと思います。 

先ほどお話した部分に関しましては、一般的に

プール、多目的スペースを御利用されている方に

関して、月に１回あるいは週１回とかになるか

ちょっとまだはっきり申し上げられませんけれど

も、その辺のことは実施していきたいというふう

に考えております。 

○飯田委員 

そういう面も含めて私は実施設計の段階では、

具体的になるようなことをやるべきだと思うので

すけれども、特にプールの水深につきましては、

今後、実施設計の中で多目的プールが１メートル

になっています。 

普通は１メートル10センチがいいとされている

のですけれども、阿賀野市の場合は研究した結果

１メートル５センチというのが自分たちの中では

水中運動の最適の深さでないかと。 

そういうことも含めて、私はもっともっと水中

運動なり、水中歩行なり、そういうやってる人方

の意見を実施設計の中に反映すべきだと思うので

すけれどもいかがですか。 

○岩本スポーツ課長 

この深さにつきましても、水中歩行等指導され

ている指導者によく話を聞いて、この１メートル

というものを決定させてもらいました。 

１メートル、１メートル５センチが最適と今委

員おっしゃいましたけれども、当然、体格、背の

高さ等によってもいろいろ個人的な差があります

ので、この１メートルというので私たちも最適と

いうことで考えております。 
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ただ、利用の団体によってはもうちょっと浅い

ほうがいいというときは水を若干抜けば、深くは

ならないですけれども浅くなりますので、そのよ

うな対応も考えたいと思います。 

○飯田委員 

今水を抜くということからすると、長めにつ

くってといったほうが、１メートル10センチにつ

くっておいたほうが１メートル５センチなり１

メートルになるということで了解していいですか。 

○岩本スポーツ課長 

今、まれな例としてという意味で水を抜くとい

う表現をさせてもらったのですが、どうしても人

がはいればオーバーフローでプールサイドといい

ますか、排水のほうに水があふれてしまいます。 

当然、集団がぼんと入って抜ければその水が浅

くなったりするということで、水が常にこうバラ

ンスを保つような形になっております。 

それで今度１メートル10センチとなりますと今

までとの指導者のやりとりの中ではちょっと深い

ということでありますので、ベースは１メートル

ということで進めさせていただければと思います。 

○飯田委員 

あとは床なのですけれども、私は東御市に行っ

たときには初めタイルにしたのですけれども、滑

るということでノンスリップ、いわゆるタキロン

というようなことを言っていました。 

ざらざらしているので清掃が大変なのですけれ

ども、水中ジェットのやつを使えば大丈夫だと考

えたのですけれども、プールサイド及びプールの

中というのはどんなようなことを考えますか。 

○平賀委員長 

質疑の途中ですけれどもここで暫時休憩をいた

します。 

10分後に再開いたします。 

午前11時04分 休憩 

午前11時10分 再開 

○平賀委員長 

それではお揃いですので再開をいたします。 

岩本スポーツ課長の答弁から。 

○岩本スポーツ課長 

まずプールサイドのフロアにつきましては滑り

づらいものを当然つけたいと思います。 

ぬれたりしてよく転ぶ例もありますので、ざら

ざらしたものというふうに考えております。 

さらに多目的プールの床につきましてもいろい

ろ調べた結果、ざらざらがあって滑りづらいもの

がいいと、場合によっては１メートルの深さでも

転ぶことがあるということですので、その辺は運

動に最適な加工をしたいというふうに考えており

ます。 

○飯田委員 

25メートルプールについてはどうなのですか。 

○岩本スポーツ課長 

25メートルプールにつきましては、普通の加工

しないものをというふうに考えております。 

○飯田委員 

現在のプールと同じようなものか、それとも違

うのか。 

○岩本スポーツ課長 

現在のプールは床には滑りどめの加工しており

ません。 

それからさらに今度深くなりますので、滑りづ

らいということもありまして、従来どおりの加工

しない床というふうに考えております。 

○飯田委員 

はい、わかりました。 

それと、このプールは全面海側方向でガラスに

なっています。 

この場合のガラスの性質だとか、さまざま面な

のですけれども、水泳関係者からすると泳ぐとき

に光が気になるという場合、全面ガラスです。 

その場合、水泳の経験ある岩本課長からみると、

実際この全面ガラスというのはやはり影響がある

のですか。 

○岩本スポーツ課長 

資料４ページ、１番上のものがちょうど南側で

光を取り入れるものになっております。全面ガラ

スに近いものとなっております。 

今委員御指摘のとおり自然光、太陽の光がかな

り気になる場合もあります。 

ただ、ここは大変景色のいいところで、ここか

らオホーツク海、知床連山も眺められるというこ

とですので、できればその上のほうなり中間のほ

うで、ガラスの質を変えて余計な光が入らないも

のができるかどうかというのを検討していきたい

と思っております。 

○飯田委員 

いわゆる光を遮断するガラスということですね。

これで見ますと相当全面ガラスなので、どの位置

だということはある程度水泳をやっている方、光

が目に入らない、そういうことも含めてのガラス
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という認識でいいですか。 

○岩本スポーツ課長 

今おっしゃる方向で出来ればというふうに考え

ております。 

○飯田委員 

そういう方向で全面ガラスということ、それと

このガラスは寒さが入ってこないというか熱を逃

がさないとかそういうような性質のガラスですか。 

○角田建築課長 

今ガラスの種類については実施設計の中で決め

ていくことになりますけれども、基本的には熱損

失がガラスはかなり高いので、その辺は極力かか

らないような形での設計をしていきたいと考えて

います。 

○飯田委員 

かなり長きにわたったのですけれども、実施設

計、このあと提案される中での質疑もありますの

で、一応この程度にしておきます。 

○平賀委員長 

ほか、この案件について質疑ある方いらっしゃ

いますか。 

○近藤委員 

私のほうから端的に２点ほどお伺いしたいこと

がございます。 

まず１点目なのですけれども、この間のさまざ

まな議論の中で、今回のプールの建てかえにあ

たっては、25メートルプールは日本水泳連盟の公

認を取得するということで準備を進めていきます

というお話を伺いました。 

今も一応公認にはなっていると思うのですけれ

ども、規則の中でいえばいわゆる標準プールとい

う若干緩めのといいますか、カテゴリーが違う段

階での公認を持っているというふうに認識してい

ます。 

今度はいわゆるそのきちんとしたといったら変

ですけれども、公認を目指すということなのです

が、現状公認を取得するに当たってどの程度作業

が進んできているのかということをお伺いしたい

と思います。 

○岩本スポーツ課長 

日本水泳連盟でプールの公認規則というのがあ

ります。 

それが2010年の４月に出されたものなのですけ

れども、日本水泳連盟に確認したところ、それか

ら全く変わっていないと、それが最新のものでい

いですよというふうに答えをいただいております。 

設計に当たって、つくる前に事前に北海道水泳

連盟を通して日本水泳連盟のほうに申請を出さな

ければいけないということになっておりますので、

数日前、水泳関係者からその辺の書類をお持ちし

ますという協会の方ですが、ありがたい話をいた

だいておりますので、しっかり熟知した上で公認

がとれるように作業を進めていきたいと思ってお

ります。 

○近藤委員 

つくってしまってから公認取れませんでしたと

いうのは絶対避けなければいけない状態ですので、

そこはきちんと進めていただきたいと思います。 

２点目なのですが、これは実施設計をつくりな

がらの話になってくるかと思うのですが、先ほど

意見述べた際にも少しお話しさせていただきまし

たが、建設費用とは別に、つくってから毎年どれ

くらいの費用が運営維持にかかっていくのかとい

うのをやはりそこはしっかりと見きわめていかな

ければならない。 

特に最も避けなければいけないことというのは、

つくってみたら通年運用のコストが非常にかさむ

ので冬は閉めますとか、それは絶対に避けなけれ

ばいけないことだと思っていますので、ランニン

グコスト、運営費用を含めて年間どれくらいの支

出が必要なってくるかというのは、これ実施設計

やりながらになってくるかと思いますが、お示し

をいただきたいというふうに思いますがいかがで

しょうか。 

○岩本スポーツ課長 

ランニングコストの関係ですけれども、先ほど

から出ていますボイラーの容量一つとってみても

かなりコストが変わってくるというふうに聞いて

おります。 

ただ、ほかのまちで聞きますと、例えば稚内だ

とか１億円を超えるものであります。 

ただ、そこはかなりソフト事業充実させて、民

間のそういう指導のノウハウがある方で、ものす

ごく事業をやっております。その人件費でも１億

円いっているのだろうというふうに思っておりま

す。 

ただ、今御指摘のとおり実施設計やってボイ

ラーの容量等々が決まらないと何とも言えないの

ですけれども、できるだけランニングコスト抑え

るような形で進めていきたいと思っていますので、

今実際の金額というのはちょっとこの時点ではお

示しできないかなというふうに思っております。 
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○近藤委員 

今後、議論の中でお示しいただければと思いま

す。 

○平賀委員長 

ほか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

それでは市民健康プール整備事業についてはこ

れにて終了いたします。 

次に行政視察の取りまとめについてであります。 

今年度の行政視察の取りまとめ方法につきまし

ては９月20日開催の当委員会において各委員がレ

ポートを作成し、それを取りまとめることで決定

いただいたところであります。 

各委員より報告をいただくところでありますが、

お手元にレポートのほうも届いていると思います

が、高橋委員から１枚追加でありますので御確認

をください。 

また、下の２枚は七夕委員からの視察報告です

けれども、ちょっと名前が消えていますのでホー

ムページ掲載等を後ほどすることになりますが、

そのときには事務局のほうお手数ですが掲載して

いただきたいというふうに思います。 

それでは各委員から順次御報告を口頭で願いた

いというふうに思います。 

近藤委員から順番にお願いします。 

○近藤委員 

では手短に報告、雑感等を述べさせていただき

たいと思います。 

まず新潟県阿賀野市、これは健康増進目的の

プールということで、高齢者介護施設に併設をさ

れた小規模のプール、５メートルかける10メート

ルの小規模のプールでどういったことをメニュー

としてやっているのかというのを見させていただ

きました。 

そこでわかった点というのは、健康増進を目的

とすれば、そんなに大規模ではなくてもメニュー

次第で十分にとりまわしていくことは可能である

ということと、それから健康増進という看板を掲

げるだけではなくて、やはり指導者の育成、マン

パワーの確保というのは極めて重要であるという

ことを現場を見て認識を新たにした次第でありま

す。 

この発見といいますか、認識はこれまでのプー

ルをめぐる議論でも生かさせていただいています

し、今後のプールの建てかえ議論の中でも反映を

しっかりとさせていただきたいというふうに思っ

ています。 

埼玉県の鶴ヶ島市についてでありますが、これ

は私の希望を取り入れていただいて視察をさせて

いただいた点でございます。 

大きく言いますと公共施設をつくったり、建て

かえたりする場合にどういうプロセスで計画をつ

くっていくのかという部分に着目をして視察をし

てまいりました。 

行政がひな形をつくって、それに対して何度か

市民の皆さんから意見聞いて、それで計画が完成

して建てるという多くの自治体でやられている手

法とは極めて真逆といいますか、違う手法で鶴ヶ

島市は公共施設の建設、建てかえについて少しず

つ取り組まれているということでありました。 

何が違うかといいますと、行政機関が一定の計

画をつくる、そしてひな形を示すだけではなくて、

地元の東洋大学の建築を専門とする学生たち、そ

して地元の建設業者、民間企業等々取り込みなが

らこのまちにとって本当に必要な公共施設という

のはどういうスタイルなのか、というのを市民も

含めて、それからさらに将来の納税者という視点

で子どもたちも含めて、議論、検討を重ねていっ

ているというところでありました。 

これはまだ始まって２年とか３年とかそういう

レベルの取り組みでありますので、なかなかその

町全体でという空気にはなりきっていないという

様子ではありましたが、これから少子高齢化、税

収減少、地方自治体ができること、できないこと

のすみ分けをもっとしっかりしていかなければな

らない状況の中で、大いに考えてみる、要はその

市民の意識を、まちづくりにしっかりと反映して

いくという点から重要であるというふうに感じた

ところであります。 

この認識については、今後の議会での議論でも

反映をさせていただきたいなというふうに思って

いるところであります。 

最後、埼玉県の特別支援籍の取り組みでありま

す。 

これはいわゆる特別支援学校に通っていらっ

しゃるお子さんが地元の居住地の学校に入学式

だったり特定の授業に参加をする。 

またその逆で、通常学級に通っているのだけれ

ども、一部特別支援のような形のバックアップが

必要なお子さんを特別支援学校に通わせてあげる

というような双方向の取り組みであるということ
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で、非常に埼玉県が力を入れてやっているんだな

ということがわかりました。 

そこでやはりその子どもたちが障がいのあるな

いにかかわらず、きちんとやりとりをしながら友

情を育んでいる様子を見ながら今後の、いわゆる

障がいを持ったお子さんたちの教育のあり方につ

いて根本的な部分で、考えを新たにさせられるこ

との多かった視察であるというふうに認識をして

おります。 

以上でございます。 

○高橋委員 

阿賀野市の健康増進のプールでございますけれ

ども、まずフィンランド型の健康福祉ということ

に関して学んでまいりました。 

そして、まずその水中歩行の水中運動ですけれ

ども、水中の中では大変浮力がある。 

それは体の10分の１、陸上から比べるとそれだ

けの負荷になっていく。 

それとまた抵抗としましては、水中での水の抵

抗というのは陸上の800倍にもなるのだと。 

それから、それによって筋肉トレーニングが有

効であると。 

また水圧につきましては、大変心臓への負荷を

軽減してもらうことができる。 

水温でございますけれども、普通の温度よりも

少し低めの31度から32度というその中で運動する

ことによって、脂肪の燃焼を活発化させるのだと

いうこともその中で学んでまいりました。 

埼玉県に移りまして特別支援学校、それからま

たそういった中で受けたのは、普通に考えなけれ

ばならないノーマライゼーションというものの考

え方。 

その中で再確認させていただいたのですけれど

も、障がい者を特別視するのではないのだという

こと。 

そして一緒に学んでいる健常者の子と、それか

ら障がいを持った子が一緒のグループの中で勉強

している姿も見てまいりました。 

やっぱり中にはその時間の中で、気になった言

葉を発する子もいましたけれども、それも少しず

つ相手を思いやる気持ちが生まれていくんだとい

う、こういったこともやっぱりこの中で起こりう

ることなのだなということが感じられました。 

そういったことで心のバリアフリーというとこ

ろまで突っ込んでいって考えていらっしゃるなと

そんなふうにも考えました。 

そういったことで、さらに支援籍という、普通

校に通いながら特別支援学校に行って学ぶ、そう

いったのが感じられました。 

その中でゆくゆくは社会に出て自立する、そう

いう目的を持った学校施設だなと、それを強く感

じてまいりました。 

以上です。 

○七夕委員 

今回、３カ所、プールの健康増進施設、鶴ヶ島

プロジェクト、支援籍の取り組みについて視察を

させていただきました。 

その中でやはり共通する部分はやっぱり、人を

育てる力を持っているというところをものすごく

感じました。 

これはそこそこでやり方、手法いろいろあると

は思いますけれども、やはり先進地であります以

上、そこを強力にアピールできるものを何かひと

つもっているというのはこれは強いなと。 

それをうまく利用してアピールする力、これは

ものすごく勉強になりましたし、当市としていい

ものを確かにたくさん持っていますから、それを

うまく利用して伸ばす方法、これも考えていかな

ければならないことではないかと思っております。 

詳しいことはレポート書いてありますので、こ

れを一読していただければと思っておりますので

よろしくお願いします。 

○飯田委員 

端的に言いますと、阿賀野市の場合は、医療と

福祉と健康づくり、この三つの中で、特に福祉部

で予算そのものが介護保険特別会計でやられてい

ると。 

特に明確なキャッチフレーズを持っていまして、

目指そういきいき健康寿命日本一、というような

キャッチフレーズの中で、元気づくり共同事業、

これは四つあるのですけれども、今皆さんが言っ

たノルディックウォーキングの推進ということで、

フィンランドの介護予防を取り入れたというのが

特徴で、そしてもう一つが水中運動教室を推進し

て、この水中運動プールが特別養護老人ホームと

併設しているというところに大きな特徴があった

と思います。 

そういう点から網走が参考にするなら、健康管

理課でもノルディックウォーキングの推進といっ

た中でやっているのですけれども、今度はその中

でいかに健康というキャッチフレーズで市長も

やっているのですけれども、それだけ実践的に
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やっていくことができるのか。 

水中運動一つにしても、健康増進機能の中でど

れだけ生かせるかなということで非常に参考にな

りました。 

もう一つは鶴ヶ島市。これは説明してくれた人

が建設部の主幹ということで、あそこは公共施設

の修繕だとかということで、実際、建築費用は氷

山の一角だと。20％ぐらいしか氷山が表に出てな

くて、あとの80％はランニングコストなりその後

の修繕なり、さまざまな面が出てくるというのが

非常に印象的で、本来であればその企画だとかそ

ういう部門でやるものが建設部の主幹の方の説明

で、あそこはかなりな歴史をもって本当に公共施

設をつくる場合に、市民の意見なりさまざまな意

見をしっかりと取り入れてやると。 

網走に当てはめると、網走もそういう手法を取

り入れていればこれだけの債務を背負わないでや

れたというような思いもあります。 

最後の支援籍。特に感じたのは、埼玉県は埼玉

県全体でこの特別支援学校をかなり推進していま

す。 

特にノーマライゼーションの精神で視察したと

ころの２カ所は、特に支援籍に通っている児童の

方の実際の体育の授業だとか、それから特別支援

学校、特に小学校と中等部を見てきたのですけれ

ども、実際の取り組む姿勢というのは北海道とは

ちょっと比較にならないぐらいかなりすごい規模

なので、直接なかなか当てはまらないと思うので

すけれども、今回の支援籍ということで、網走に

も当てはまるかどうかということも含めて非常に

勉強になったということです。 

○井戸副委員長  

プールの健康増進について私が感じた阿賀野市

のことを端的に申し上げます。 

非常に限られたわずかなスペース、５メートル

の10メートルという、当初は非常に大きなものを

僕は思っていたのですけれども、行ってみると意

外と小さなスペースで一度に15名程度が入って非

常に楽しくやられていると。 

市民の意識が高いのかなという部分と、本当に

お金をかけずに効率的に進めているなと。 

ただ残念なことに、男性の参加されている方が

非常に少ないということで、そういった部分が今

後の課題なのかなというふうに感じました。 

未来との対話プロジェクトについてですが、非

常にこれは理想的な形で一つのものを進めるに当

たって、市民がみずからつくり上げて提案してい

くという部分においては、非常に課題もいろいろ

ありますけれども理想的な形だなと。予算も含め

て、こうなるとこれだけお金がかかると。だから

これを削ろう、というような形で話が進まって

いって、ものが建っていくという部分では非常に

参考になるものだなというふうに思いました。 

支援籍学習についてですが、こちらは市と県と

が一体となって特別支援学校、特別支援学級、普

通学級のこの三つが自由に行き来出来るという形

が意外と出来そうで出来ていないという、この埼

玉県に関しては非常にこういった部分を柔軟に捉

えて取り組まれているなということを感じました。 

以上でございます。 

○平賀委員長 

各委員から御報告をいただきました。 

各委員からのレポートとともに調査概要を添付

の上、後日議長あてに調査結果報告を提出するこ

とにしたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

それではその他ですが、理事者のほうから何か

ございますか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

委員のほうからは。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

それではこれにて総務文教委員会を終了いたし

ます。 

お疲れさまでした。 

午前11時34分 閉会 


